
　９月２８日、東京・港区のシェラトン都ホテル東京で第１２回定時社員総会を開催した。新型
コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年、一昨年はオンラインでの開催となったため、
対面での開催は３年ぶりである。
　土屋総務部長が進行役を務め、議事に先立ち、清
田会長は「今までの総会は日税連正副会長会の後に
開催をしておりましたが、当社団は独立した組織で
あり、今までのやり方に疑問も生じていたことか
ら、今回初めて独自の開催形式をとりました。改め
て確認させていただきますと、当社団の正会員は日
税連会長及び税理士会会長となっております。税
理士会を代表する皆様が議決権を有しており、慎
重なご審議、様々なご意見をいただければと存じ
ております。また、今後は日税連正副会長での活
動報告や、私自ら税理士会を訪問して入会勧奨を
行ってまいりますので、TAINS発展のためご理解
ご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げま
す」とあいさつされ、日税連の神津信一会長から
もごあいさつをいただいた。
　総会では、正会員１７名全員が出席し、定款に
より清田会長が議長に就任、次の６議案が上程さ
れ、令和４年度事業計画や予算など、すべての議
案が全員一致で承認された。
①　令和３年度事業報告承認の件
②　令和３年度決算承認の件＜監査報告＞
③　定款の一部変更の件
④　ユーザー利用規則の一部変更の件　　　
⑤　令和４年度事業計画承認の件
⑥　令和４年度予算承認の件
　
　また、総会後、当社団の前身団体から永年にわたって編集員として貢献された朝倉洋子氏に対
し、感謝状と記念品が贈られた。
　今年は正会員の方々と久々の対面が実現し、意見交換や情報共有が行われ、活気ある総会とな
った。

　　　　　　　　

　今までも内容のあるTAINSでありましたが、
この総会を見ても清田会長がフレッシュな雰囲
気を持ち込まれたことをつぶさに肌で感じてお
ります。また、税理士会会長として感じていた
ことや、TAINSに不足していたことを踏まえ、
日税連の会務の中でTAINSが担う役割をしっか
りと理解されております。TAINSは税理士の資
質向上に供しようと東京税理士会を中心に立ち
上げ、その後日税連が引継ぐなど、今まで改革
に改革を重ねており、前日税連会長の池田先生
がTAINSは全税理士のシステムであり、全税理
士が利用できる環境にするため、この社団が設立された経緯があります。我々が作ったTAINS
を益々発展させるため、清田会長の今までのご尽力に感謝申し上げるとともに、今後も日税連
に対しては要望等を遠慮なく言っていただき、TAINSが税理士全体の財産となることを祈念し
ております。
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ンプルなものです（注 2）。

 実例１０の「事案の概要」
（１）原告医療法人が運営する医院に常勤医師

として勤務していた被告に対する給与に
ついて、税務署から調査を受けた結果、①
原告が訴外Ｙ社（被告の妻が代表取締役
で薬品管理業務を月額６３万円で請負っ
た会社）に支払った請負代金月額６３万
円と、②原告が第三者から月額９万２００
０円で賃借した住宅を社宅として被告に
無償 で使用させていたその賃料相当の月
額９万２０００円と、がいずれも原告の
被告に対する給与であると認定し、これ
らをＹの本来の給与に加算したうえで給
与源泉徴収すべきであったのに、その上
乗せ分の徴収を怠っていたとして、過去
５年分の①源泉徴収本税の合計１３３５
万９４６８円及び②重加算税及び不納付
加算税の合計４１７万７０００円、それ
らの総合計１７５３万６４６８円の納税
告知処分を受けて（以下「本件追徴課税
処分」という。）、これを原告が給付した。

（２）その後、原告は被告に対し、追徴納付した
総合計１７５３万６４６８円を請求する
訴訟を提起した。

Ⓨ　被告（税務調査の直前に原告医療法人を退
職して個人で開業したそ）の関与税理士さん
からの依頼でした。飛び込み依頼のときの着
眼点は、次の [ 図１] を見て下さい。

 [ 図１] 着眼点の三つのポイント
(１) 課税に至る事情を詳しく聞く
(２) 課税庁に勇み足はないかを探す
(３) 何かおかしな課税じゃないかと動物的な
嗅覚をきかす
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一般社団法人 日税連税法データベース

　TAINS だより秋号をお届けします。
　一昨年からの新型コロナウイルスの感染拡大に伴い
様々な行動制限がされておりましたが、少しずつ緩和の
方向に向かい、ウイズコロナでの経済活動に少しずつ対
応できるようになってきました。
　少しでも会員の皆様のお役に立てるよう、３０分間の
判例解説研修動画の公開を進めております。
　集合型研修についても新たな研修講師をお迎えし､さら
なる会員増強活動を行っていきたいと考えております。
　会員の皆様には、今後もより一層 TAINS をご愛顧下
さるようお願いすると共に、まだご加入されていない先
生方に置かれましては、ご加入をご検討のほどお願い申
し上げます。
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成年後見制度と「生計を一」の判断基準

　広島修道大学 法学部教授　   奥谷　健

はじめに　
　成年後見制度 ( 民法 838 条以下 ) が施行されて
およそ 20 年が経過した。子が親の成年後見人と
なって身上監護や財産管理を行う事例も増えてき
ていると思われる。そのような場合に、財産管理
等を行っていることで、所得税や相続税に係る「生
計を一」にするかが問題となることが考えられる。
　本件は、相続税における小規模宅地等の特例の
適用に係る「生計を一にしていた」との要件が問
題となった事例である。この事例を通して、成年
後見人制度における「生計を一」にするの判断の
在り方について考えていくことにしよう。

1. 本件の概要
（1）事実概要
　まずは本件の事実関係を確認しておこう。甲は、
丙の甥（丙の兄である丁の子）であり、丙の養子
である。丙の子は、長女である戊と養子である甲
の 2 人のみである。　 　
　丙は、土地（地積 928.92 ㎡。以下「本件宅地」
という。）を所有していた。甲の父である丁は、本
件宅地上に、昭和 39 年に建物を、また昭和 40 年
に別の建物（以下「本件建物」という。）を建て、
本件建物を作業場として使用して大工業を営んで
いた。甲は、昭和 48 年頃、父の大工業を手伝うよ
うになり、平成 6 年に父が引退してからは一人で
大工業を営み、平成 16 年に父が死亡したことによ
り、それらの建物を相続した。
　その一方で甲は、平成 22 年 9 月、横浜家庭裁判
所に対し、丙について後見開始の審判の申立てを
し、同裁判所は、平成 23 年 1 月、丙について後見
を開始し、その成年後見人として甲を選任すると
ともに、その成年後見監督人を選任する旨の審判
をし、同年 2 月に同審判が確定した（以下、丙

について開始された後見を「本件後見」という。）。
そして甲は、以後、丙の成年後見人としてその財
産管理を行うこととなった。
　その後丙は、平成 26 年 8 月、死亡し、甲と戊
の 2 人が、丙の遺産（本件宅地を含む。）を相続し
た（以下、丙の死亡による相続を「本件相続」と
いう。）。この相続により、本件宅地は、3 筆に分
筆され、そのうち本件建物等の敷地部分（分筆後
の地番 C 番１の土地、地積 450.85 ㎡。以下「本件
土地」という。）を甲が単独で取得し、その他の 2
筆を戊及び甲が共有（持分各 2 分の 1）で取得した。
そして、甲は、本件相続の開始時から相続税の申
告期限まで引き続き本件土地を所有し、かつ、引
き続き本件土地を甲が営む大工業の用に供してい
た。
　なお、丙は、昭和 34 年 6 月以降、戊とともに藤
沢市 A に、甲は、昭和 57 年 5 月以降、藤沢市 B
に居住しており、丙とは同居していなかった。
　このような状況において甲は、本件土地につき
租税特別措置法（平成 27 年法律第 9 号による改正
前のもの）69条の4第1項1号の規定による特例（以
下「本件特例」という。）の適用があることを前提
として、本件相続に係る相続税の申告をした。
　それに対して、藤沢税務署長が本件特例の適用
は認められないとして、相続税の更正処分及び過
少申告加算税の賦課決定処分をした。そこで甲が、
これら各処分はいずれも違法であるとして、その
取消しを求めた。
　なお、甲が平成 31 年 2 月に本件訴えを提起した
が、令和元年 12 月に死亡したため、同人の妻であ
る乙がその訴訟上の地位を承継している。
　
(2）争点及び当事者の主張
　上記のように、本件では、甲が相続により取得

Ⓜ　[ 図１ ] の（１）のどんな事情が聞き出せ
ましたか？

Ⓨ①　平成２１年５月、原告の院長に被告が
「税金が高くて手取りが少い、何とかなり
ませんかね～」ともらしたのに対し、院
長が「従前の君の給料（月額１６０万円）
を（６０万円）削って、その分を、奥さ
んを代表者とする会社を設立して、同社
が薬品の管理業務を請負ったことにしそ
の請負代金として支払うスキームを作れ
ば、削った源泉所得税見合い分が節税で
きるよ」と助言し、それが実行され設立
されたのがＹ会社で、その社長となった
奥さんは被告とは別居中で当該請負義務
を全くしておらず、出勤すらしていなかっ
たこと

　②　月額６０万円分の源泉所得税見合い分
をどうするかについては、そのスキーム
が開始された平成２１年５月の時点でも、
被告が退職して独立開業した平成２５年
１０月の時点でも、その後の時点でも、
その源泉所得税見合い分を被告が負担す
る旨の合意はなく、原告の税務調査が始
まって原告が平成２６年５月に本件追徴
課税を受けその納付を済ませてた後に
なって、初めて、納付額総合計分を原告
が被告に対して請求したこと

　③　そして、原告の関与税理士から強く言
われて、被告が１００万円を２回（２か月）
払ったところで、被告の開業後の税理士
さんから私に依頼があってその支払いを
しなくなったこと

Ⓜ　エッ！何か危険だらけの臭いがしますね
～。課税庁による本件追徴課税処分自体
には全く問題はなさそうですね？

Ⓨ　正に「官と民との関係」では、そのとお
りです。その「官と民との関係」が、当然に、
「民と民との関係」すなわち「源泉徴収義
務者と受領者との関係」にも当てはまる
のかという点が気になりました。

　　というのは、この「官と民との関係」と「民
と民との関係」は、直接の関係は切断され、
それぞれの関係が別箇に存在するという
見解で最高裁判例・通説が統一されてい
ることがヒラメイたからです。

Ⓜ　[ 図１] の「(２ ) 課税庁に勇み足があった」
事案ではないが、「原告及びその税理士に
（当然当てはまると誤解した）勇み足が

あった」事案ではないか、という着眼で
すね。

　そこで、山本先生は、どんな作戦を立てま
したか？

Ⓨ　私は、作戦の立て方には三つのポイント
があると思っています。[ 図２ ] を見て下
さい。

 [ 図２] 作戦の立て方の三つのポイント
(１ ) 基本原理編（「法律上の主張」の三つのポ
イント、「事実上の主張と立証」の四つの
ポイント、を各参照）のどこに主戦場を
置く事案かを選択する

(２)その主戦場に関する学説・判例を読み返す
(３) 本件へのあてはめ、を考える
　本件で［図２］の（１）の主戦場を、上記
の最高裁判例・通説の法解釈に置くこと
を選択しました。

Ⓜ　最高裁判例というのは、最判昭和４５年
１２月２４日民集２４巻１３号２２４３
頁のことですね？

Ⓨ　はい。
Ⓜ　[ 図２] の「（２）その主戦場に関する学説・
判例を読み返し」た結果何か分りました
か？

Ⓨ　まず第一に、上記ヒラメキの最高裁判例。
通説の統一見解があることです。

　　第二に、給与等受給者は、（直接、国に対
しては、源泉徴収義務の存否及び範囲に
ついて争うことができず）給与等支払者
から納付した源泉所得税等について求償
権の行使を受けたときに、源泉徴収義務
の存否及び範囲について（民々同士で）
争うことができると解釈されていること
（通説でもあります。）

Ⓜ　この第一及び第二の法解釈から、具体的
にどのように「（３）本件へのあてはめ」
へと展開して行ったのですか？

Ⓨ　先ず、第一に、いきなり、学術論文のよ
本「、とものし出見のと」点争の件本「にう

件の争点は、源泉所得税の求償関係にお
いて、給与支払義務者が国に源泉所得税
分を追加納付したときに、当然に（自動
的に）給与受給者に対する求償権が発生
することとなるかどうかにある」と述べ、
次に、第二に「判例学説」を長々と説明し、
さらに第三「本件への当てはめ」として、
「原告には、追徴納税をしたことから直ち
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した土地について本件特例が適用されるか否かが
問題になっている。この点について原告は次のよ
うに主張している。
　まず、本件特例の趣旨について、「一般に被相
続人等の事業の用又は居住の用に供されている宅
地等が相続人等の生活基盤の維持のために欠くこ
とのできないものであって、その処分について相
当の制約を受けるのが通常であることを踏まえ、
中小企業の円滑な事業承継の観点から、相続財産
の評価において特別な配慮を加える点にある」と
述べている。
　そのうえで、本件特例の要件である「生計を一に
していた」について、所得税法における「生計を一
にする」との要件の解釈から検討すべきであると指
摘し、所得税法 56 条における「生計を一にする」
について判断した最高裁判決 1 をもとに次のように
主張している。すなわち、同判決は、所得税法 56
条の「生計を一にする」について、「『有無相扶けて
日常生活の資を共通にしてい』るとの規範を立てて
おり、この生計一要件は、①同一の生活単位に属し
ているか（独立した生活を営んでいないか）、②相扶
けて共同生活を営んでいるか、又は、③日常の生活
の糧を共通にしているかによって判断されるべきこ
とになる」と述べている。そして、「本件における『生
計を一にしていた』との要件の判断においては、甲
が丙の成年後見人に就任していたという特殊性をど
のように評価・考慮するのかが重要である」と示し
ている。
　それを踏まえて、①「同一の生活単位に属してい
るか」という点については、甲が「従前から、丙
の日常の世話をしており、家計の区別もされてい
ない状況であったが、丙の生活能力の著しい低下
により、丙の成年後見人に就任することとなり、
その結果、丙の財産の分別管理を余儀なくされる
ようになった」こと、「その後、甲は、3 年半以上
もの期間、丙の成年後見人として、身上監護業務
として丙の生活の維持や医療、介護等、身上の保
護に関する行為を行い、財産管理業務として、丙
の財産全体を把握し、包括代理権を行使すること
によりこれらの財産を保存し、一定の範囲で丙の
ために利用する財産の管理に関する行為を無償で

行ってきた」ことを指摘している。そして、「判
断能力のない成年被後見人に独立した生活単位な
ど概念することができないことはいうまでもなく、
身の回りの世話をする甲と身の回りの世話をして
もらう丙が、前記の①の要件である同一の生活単
位に属していることの要件を充たしていることは
明らかである」と主張している。
　また、②「相扶けて共同生活を営んでいるか」と
いう点については、「身上監護、財産管理を行う甲
は、丙のあらゆる生活を助けており、相扶けて共
同生活を営んでいるとの要件を充たしていること
は明らかである」と述べている。
　さらに、③「日常の生活の糧を共通にしているか」
については、「確かに、甲は、丙の財産分別管理義
務を負っており、丙の居住費、食費、光熱費につき、
丙の財産から拠出していたが、それは、形式的に
甲の財産と丙の財産を別々に管理していたという
意味合いを持つにすぎない。そもそも、丙には、
判断能力がなく、自らの能力では、日常生活の経
済的側面を担うことができず、そのすべてを甲に
依存していたのである。そして、甲は、丙の包括
的代理権を有し、丙のために、丙の財産を自由に
処分することができる立場にあり、実際、甲は、
丙の後見業務のため、丙の財産を自由に処分して
いた。
　このように、甲は、甲の財産は当然のこととして、
丙の財産も全て自らのコントロール下にあり、両
財産を自由に使っていたのであり、このような状
態を社会通念に照らして判断すれば、日常生活の
糧を甲の下で共通にしていたものと認められるか
ら、日常の生活の糧を共通にしていることの要件
を充たしていることも明らかである」と主張して
いる。
　また、本件特例の趣旨との関係では、「甲の父で
ある丁は、丙の所有していた本件宅地（本件土地）
上で事業（大工）を営んでおり、甲は、当該事業
を承継し、本件宅地（本件土地）を利用し続け、
丙から本件土地を相続したものであり、甲が父で
ある丁の事業を承継した本件では、事業承継の保
護という本件特例の趣旨が妥当する」と述べてい
る。

1  最高裁昭和 51 年 3月18日判決・集民 117 号 201 頁。

にその分を給与受給者に請求できる権利
が発生するわけではないこと、すなわち
その分を給与受給者が負担する旨の民民
同士の合意が成立していなければ請求す
る権利は発生しないこと」を展開しまし
た。

Ⓜ　学者の論文ばりの論旨展開ですねー
Ⓨ　はい、「こちらの訴訟代理人は、ただ者じゃ
ないようだなー、学者みたいに判例学説
に詳しいんだなぁー」と相手訴訟代理人
にしょっぱなでかましてビビらせ、ひい
ては担当裁判官にもかませるんです。出
会い頭（がしら）の犬のケンカのように！

Ⓜ　戦いの現場は「出会い頭の犬のケンカの
ようにあれ！」というのが山本流なんで
すね～

　　他に、事実認定の点ではどんな作戦を立
てましたか？

Ⓨ　給与支払者と給与受給者との間にどちら
か負担する旨の合意があったかの事実認
定について、「間接事実の主張及び立証、
立証責任の分配等」の展開をしました。

Ⓜ　ここで、「間接事実の主張及びその立証、
立証責任の分配等」とは何かの一般論を
読者に紹介して下さい。

Ⓨ　事実認定については、民事訴訟法との関
係で、次の [ 図３ ] のとおり四つのポイン
トがあります。

　[ 図３] 事実上の主張と立証の四つのポイン
ト

（１）主要事実と間接事実
　（直接証拠）と（間接証拠）
（２）人証と書証
（３）立証責任の分配
（４）本証と反証
　　　この四つのうちの（１）がとくに大事
なところです。

Ⓜ　まず「主要事実」とは、課税要件・非課
税要件に直接該当する事実ですね、これ
に対し「間接事実」とは、複数の間接事
実を積み重ねると主要事実を推認できる
事実ですね。

Ⓨ　はい。次にその主要事実にズバリ該当す
る証拠を「直接証拠」と呼びますね（例
えば、贈与税課税に関して「贈与契約書
の存在」などです。）。

　　　これに対し、その間接事実に該当する

証拠を「間接証拠」と呼びますね（例えば、
贈与課税の主要事実のうちの金銭交付に
ついて、ある日に父の口座から５００万
円出金され同日に長男の口座へ同額入金
されているとか、主要事実のうちの返済
約定の有無について、毎月１０万円ずつ
返済する旨の借用書があるが毎月１０万
円の移動が口座にないとか。なお、これ
らの間接証拠を、刑事訴訟では「情況証拠」
と呼んでいます。）。直接証拠がない場合
のポイントは、次のとおりです。

　

Ⓜ　この「間接証拠により複数の間接事実を認
定し、そこから主要事実を推認して行く」
作業は、実戦ではとっても大事なことです
よねー。

Ⓨ　はい。税務調査の現場で税務職員は、よく
「領収書がないから認められません」と言
いますが、私は、立会現場で、「それは『直
接証拠がない』と言ってるだけで、これこ
れの間接証拠があってそこからこれこれの
間接事実が認定でき、これら各間接事実を
総合すれば、主要事実の推認ができていま
すよ、直接証拠による認定と間接証拠によ
る認定とがあることを知らないのです
か？」と反論することにしています。

Ⓜ　大学のゼミみたいなことを、闘いの現場で
ふっかけているのですねー。いやな税理士
立会ですねー。

　　さて、本件に戻って、合意があったかの事
実認定について、どのような主張をしまし
たか？

Ⓨ　本書３頁の「次の事情が聞き出せました」
のところで記載した、①の事実、②の事実を
各主張し、これらの事実について間接証
拠（被告の陳述書や証言等）で各立証し、
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　これに対して被告は次のように主張している。
すなわち、「本件特例は、個人が相続により取得
した財産のうちに、相続開始の直前において、
被相続人等の事業の用又は居住の用に供されて
いた宅地等がある場合には、そのうち一定の部
分について、相続税の課税価格に算入すべき価
額の計算上、一定の割合を減額するというもの
である。
　これは、中小企業の円滑な事業承継を立法の動
機として、被相続人等の事業又は居住の用に供さ
れていた小規模な宅地等については、一般にそれ
が相続人等の生活基盤の維持のために欠くことの
できないものであって、その処分について相当の
制約を受けるのが通常であるという担税力の減少
に鑑み、相続税の課税上特別の配慮を加えること
としたものである」と本件特例の趣旨について述
べている。
　そして、本件特例における「生計を一にしてい
た」の意義については、「相続税法上、定義され
た規定はないものの、一般的には、『生計』とは、『暮
らしを立てるための手立て』を意味する用語であ
ることからすれば、日常生活の経済的側面を指す
ものと解される。
　そして、本件特例が、小規模な宅地等が相続人
等の生活基盤の維持のために欠くことのできない
ものであることを根拠の一つとしていることから
すれば、『生計を一にしていた』との要件は、被
相続人と相続人等の日常生活の経済的側面の結び
つきの観点から設けられたものと考えられる。
　そうすると、本件特例の適用に当たり、『生計
を一にしていた』ものとされるためには、その親
族が被相続人と日常生活の糧を共通にしていたこ
とを要し、その判断は社会通念に照らして個々に
なされるべきである」と指摘している。
　そのうえで、本件については、「本件後見の開
始後においては、丙の食費、光熱費、その他日常
の生活に係る費用は、甲の家計とは区別された上
で、それらの費用に係る支出は、丙に係る金銭出
納帳及び丙名義の信用金庫の口座で管理されてい
たところ、金銭出納帳により管理されていた現金
は、その大部分が同口座又は同口座の預金を原資

とする口座からのものであり、上記の信用金庫の
口座には、丙の収入及び同人が亡夫から相続した
預金が入金されており、金銭出納帳及び同口座か
らは、本件後見に係る後見事務費を除き、甲への
支払・出金は認められない一方、同口座に甲から
の入金も認められない。そして、甲は、本件宅地（本
件土地）上に建築された本件建物で建設業を営み、
また、甲の資産及び負債の状況に照らせば、丙か
ら生活費等の援助を受ける必要性はうかがわれな
い」と認定し、「甲と丙とは、居住費、食費、光熱費、
その他日常の生活に係る費用の全部又は主要な部
分を共通にしていた関係にはなく、日常生活の糧
を共通にしていたとはいえず、『生計を一にしてい
た』とは認められ」ないと主張している。

(3) 裁判所の判断
　このような当事者の主張を受けて、第一審である
横浜地裁令和 2 年 12 月 2 日判決 2 は次のように判
断している。
　まず、本件特例の趣旨については、「被相続人等
の事業等の用に供されていた小規模な宅地等につ
いては、一般にそれが相続人等の生活基盤の維持
のために欠くことのできないものであって、その
処分について相当の制約を受けるのが通常である
ことを踏まえ、担税力の減少に配慮したものであ
り、本件特例の適用により、中小企業の円滑な事
業承継が実現するという関係にあるものと解され
る。そして、被相続人が所有する宅地等を利用し
てその親族が事業を営み、その事業によって被相
続人及び相続人の生計が支えられている場合には、
その宅地等は相続人等の生活基盤の維持のために
欠くことのできないものであり、通常、その土地
の処分について相当の制約を受けているから、そ
のような土地を相続した相続人の担税力もまた相
当程度減少しており、日常生活の経済的側面の単
位でみれば、被相続人の事業等の用に供されてい
た場合と同視できることから、同様の配慮をした
ものと解される」と述べている。
　そして、このような本件特例の趣旨に照らして、
「生計を一にしていた」との要件は、「当該土地を利
用してなされる事業の収益によって被相続人と相続

2  税資 270 号 129( 順号 13489)・TAINS：Z270－13489。

「被告が負担する旨の合意は成立していな
かった」と結論付けたのです。

Ⓜ　さて、山本さんの展開は判決ではどうな
りましたか？

Ⓨ　次のとおり、ほぼ全面的に認めてくれまし
た。

当裁判所の判断（判決文より。アンダーライン
は筆者加筆）

１　争点１（原告納付額について、被告に法律
上の原因のない利得があるか）及び争点
２ ( 原告と被告との間に、原告納付額を被
告が原告に支払う旨の合意があったか ) に
ついて

（１）源泉徴収による所得税の納税者は、支払
者であって受給者ではないから、法定の
納期限にこれを国に納付する義務を負い、
それを怠った場合に生ずる附帯税を負担
すべき者は、納税者（徴収義務者）たる
支払者自身であって、その附帯税相当額
を受給者に請求することはできないと解
されており（最高裁昭和４３年（オ）第
２５８号同４５年１２月２４日第一小法
廷裁決・民集２４巻１３号２２４３頁参
照）、これを本件について見ると、原告納
付額のうち、加算税分については、徴収
義務者であり納税者である原告は、受給
者である被告に請求することはできない
と解される。よって、加算税分については、
被告の不当利得となることはない。

（２）そこで、本税分について検討する。
　　　この点、受給者は、源泉徴収による所
得税を徴収されまたは期限後に納付した
支払者から、その税額に相当する金額に
支払を請求されたときは、自己において
源泉納税義務を負わないことまたはその
義務の範囲を争って、支払者の請求の全
部または一部を拒むことができるものと
解されているので（前掲最高裁判決参照）、
支払者である原告が原告納付額を国に納
付していたとしても、原告が直ちに、こ
れを受給者である被告に対して不当利得
として請求できるものではなく、その義
務の範囲は原告と被告の間の私法関係に
よって決せられるものと解される。

（３）事案の概要のほかに、以下の事実が認め
られる。

　 ア　まず、本件追徴課税処分の前に、原告
と被告のどちらが原告が納付することに

なる税額を負担するかについて、明確な
合意があったことを認めるに足りる証拠
はない。

　　　 原告は、このような場合には、不当利
得返還請求権に基づき、当然に原告から
被告に対する求償が認められると解して
いるようにも見える。しかしながら、原
告は、訴外Ｙ社との管理業務請負契約に
ついては、これが被告の給与から源泉徴
収される税額を減らすものであることを、
本件建物の賃貸借契約については、これ
が被告に居住の利益を与えるためのもの
であることを、いずれも了承し、容認し
て各契約を締結していたと考えられ、ま
た、処分の対象者であり、異議の申立て
ができる支払者と違って、受給者も源泉
納税義務の存否・範囲について争う余地
が残されるべきであるとする前掲最高裁
判決の趣旨からしても、明確な合意がな
いにもかかわらず、事前に受給者がいか
なる金額についても支払う旨の合意が成
立したと推認することはできないと考え
られる。そうであるとすると、原告と被
告の間に明確な合意がない場合には、当
然に、原告が被告に対し、原告納付額を
求償できる、あるいは、原告が被告に対
し求償できるとの合意が成立していたと
推認することはできないと解される。そ
して、明確な合意が認められない本件に
おいては、別途合意が成立した場合でな
ければ、原告は、被告に対し、求償する
ことはできないと解するべきである。

（４）以上からすると、その他原告の主張する
ところに鑑みても、原告納付額について、
原告が被告に対し不当利得返還請求をす
ることができると解することはできず、
また、本件支払合意も認められない以上、
原告の被告に対する、原告納付額につい
ての請求は認められない。
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人（親族）の生活基盤が維持されるなど、社会通
念に照らして、被相続人と相続人（親族）が日常
生活の糧を共通にしていた事実を要するものと解
するのが相当である」と指摘している。
　そのうえで、本件については、本件後見の開始
から本件相続の開始までの間において、丙の食費、
光熱費、その他日常の生活に係る費用に係る支出
は、本件出納帳及び丙名義の口座で管理されてい
たこと、本件出納帳により管理されていた現金は、
丙の収入及び同人が亡夫から相続した預金が入金
された丙名義の口座又は同口座の預金を原資とす
る丙名義の口座などからのものであるが、丙名義
の口座に甲との間での出入金は見当たらず、本件
出納帳で管理されていた現金に甲から拠出された
現金があることもうかがわれないこと、甲は、大
工業を営んでいて、相応の収入があり、丙から経
済的な援助を受けていたことはうかがわれないと
示している。さらに、甲と丙は、それぞれの自宅
で生活していて、同居していたわけではなく、甲
は、平成 26 年分の所得税確定申告においても、
丙を扶養親族としていなかったことを認めてい
る。
　そして、これらの事実から、甲と丙とは、居住費、
食費、光熱費、その他日常の生活に係る費用の全
部又は主要な部分を共通にしていた関係にはな
く、日常生活の糧を共通にしていたとはいえず、
「生計を一にしていた」とは認められないと判断
している。
　また、「甲が、丙の成年後見人となっていたと
いう特殊性を考慮すれば、甲と丙は同一の生活単
位に属しており、相扶けて共同生活を営んでいる
といえる上、甲は甲の財産と成年後見人として丙
の財産を全て自らのコントロール下に置いていた
のであるから、日常の生活の糧を共通にしていた
といえ、生計一要件を充足するものと解すべきで
ある」との原告の主張については次のような判断
を示している。すなわち、「生計を一にしていた」
との要件に該当するというためには、「甲の事業
によって、甲のみならず、被相続人である丙の生
計が維持されていたという関係がなければならな
い。原告が主張する甲の丙に対する生活面での
種々の貢献や丙の成年後見人としての財産管理
は、甲の丙に対する成年後見人としての報酬請求

権や本件相続における甲の寄与を基礎付けるもの
ではあっても、上記の宅地等の処分の制約や担税
力の減少を基礎付けるものとはいえず、原告の主
張する事情は、生計一要件を基礎付けるものであ
るとはいえない」。
　このように、甲と丙の間に日常生活の費用を共
通にしていた関係が認められないこと、また成年
後見としての財産管理などは、本件相続における
甲の寄与であって「生計を一にしていた」とはい
えないと判断しているのである。
　このような判断を受けて原告が控訴した。そこ
では次のような補足主張が控訴人（原告）からな
されている。
　まず、本件特例の趣旨について、「相続税の本
来の原理からすると、相続人が被相続人の財産を
相続した場合、相続人には新たな経済的利益が発
生することから、そこに担税力を見いだし、税負
担を求めることになる。ところが、被相続人が行っ
ている事業を相続人が承継する場合には、事業自
体に相続を通じて新たな経済的利益が生じるわけ
ではなく、十分な担税力が見いだせない。そこで、
相続による事業承継の場合、経済的利益の有無の
観点から、相続税の負担軽減のために設けられた
措置が本件特例である」と述べている。
　そのうえで、所得税法 56 条との関係について
次のような指摘を行っている。すなわち、「もっ
とも、同様の問題は、『被相続人の事業』だけで
なく、『相続人の事業』の場合にも起こり得るため、
どの範囲の事業まで対象を広げるかが問題となる。
そこで、租税特別措置法 69 条の 4 第 1 項は、専ら
立法政策として、『被相続人の親族』が『当該被相
続人と生計を一』にしている場合に限定した。そ
して、明文上、所得税法 56 条の『生計を一』概念
をそのまま用いていることから、所得税法 56 条と
同様、かなり幅広く財布を一つにしている状態を
対象にしているものと考えるのが相当である」。
　このように述べたうえで、「本件特例における生
計一要件の解釈について、所得税法 56 条の『生計
を一』にするの解釈と別異に解すべき積極的理由
はなく、むしろ法秩序の一体性と法的安定性の観
点からは同義に解釈すべきである」と主張してい
る。
　そして、「被相続人の親族と当該被相続人とが同
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居している場合は、各自に多少の独自の収入や支
出があったとしても、よほど明確な区別がされて
いない限り、基本的には世帯主の財布の中で生活
しているといえるから、生計を一にしていると認
められる。
　また、同居を止めて独自の生活を始めた場合で
も、扶助義務に基づく財政援助等が行われている
場合には、やはり世帯主の財布の中で生活してい
るといえるから、生計を一にしていると認められ
る」と述べている。このように、「生計を一にして
いた」との要件は、本件特例の適用範囲との関係
で、所得税法 56 条の概念を用いて、かなり広く
解するものであると主張しているのである。
　このことを前提に、本件においては、「丙は、
もともと夫の己と娘の戊と三人で暮らしていた
が、老年期認知症に罹患し、……己が死亡した後、
中度知的障害 (B1) のある戊と二人で家計を維持
していくのは困難となった……。そのため、甲が、
……丙と戊の成年後見人に就任し、無償で、丙と
戊の生活全般を援助し（身上監護）、必要な生計
管理を甲の判断で行っていた（財産管理）」こと
を述べている。また、「丙には、駐車場の賃料収
入があったものの、駐車場や収入の管理は甲の協
力がなければ不可能な状態であり、これを丙独自
の収入と言うことは困難である。また、丙が独自
の判断で家計を管理、処理することは不可能な状
態にあり、丙の生活を維持するためには甲の協力
が必要不可欠であった」ことも指摘している。そ
のうえで、「丙は、自らの判断で家計を管理し、
支出することができず、甲の協力を得ていたので
あるから、甲と生計を一にしていたと認めるの
が相当である」と主張している。
　しかしながら、東京高裁令和 3 年 9 月 8 日判決 3 
も、基本的には上記の地裁判決を踏襲して控訴を
棄却している。その中で、補足主張については次
のように述べている。すなわち、「所得税法 56 条
は、事業経営者と生計を一にする親族がその事業
に従事している場合には、いわば家族ぐるみで事
業を行っているものとみて、その事業所得を事業
経営者によって代表される家族単位で一体的に把
握し、その家族間における給料等の支払は内部的

なものとして所得計算上問題にしないことを定め
た規定であるのに対し、本件特例の趣旨は、……
相続人が相続した財産における担税力の有無に着
目し、『被相続人と生計を一にしていた』相続人『の
事業の用（中略）に供されていた宅地等』について、
相続税の課税価格に算入すべき価額を軽減するこ
とにより、相続人の相続税負担の軽減を図る点に
あると解される。したがって、本件特例が適用さ
れるか否かを判断するためにその要件を検討する
に当たっては、所得税法 56 条と同様に解すること
は相当ではなく、あくまでも本件特例の上記趣旨
に従って解釈すべきである」。そして、「本件土地
が『被相続人と生計を一にしていた』相続人『の
事業の用（中略）に供されていた宅地等』に該当
するというためには、本件土地の上で営まれてい
た甲の事業（大工業）によって、甲の生計のみな
らず、丙の生計が維持されていたという関係がな
ければならない」と示している。
　このように、同じ「生計を一」という文言であっ
ても、所得税法56条と本件特例の趣旨の違いから、
それを同一の意義に解する必要はないということ
を示しているのである。

2.　検討
(1) 本件特例の趣旨
　本件特例の趣旨について、原告は、「一般に被
相続人等の事業の用又は居住の用に供されている
宅地等が相続人等の生活基盤の維持のために欠く
ことのできないものであって、その処分について
相当の制約を受けるのが通常であることを踏ま
え、中小企業の円滑な事業承継の観点から、相続
財産の評価において特別な配慮を加える点にあ
る」と述べている。この点は被告も同様に、「中
小企業の円滑な事業承継を立法の動機として、被
相続人等の事業又は居住の用に供されていた小規
模な宅地等については、一般にそれが相続人等の
生活基盤の維持のために欠くことのできないもの
であって、その処分について相当の制約を受ける
のが通常であるという担税力の減少に鑑み、相続
税の課税上特別の配慮を加えることとしたもので
ある」と指摘している。

3  TAINS：Z888-2368。
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　そして、地裁においても、「被相続人等の事業等
の用に供されていた小規模な宅地等については、
一般にそれが相続人等の生活基盤の維持のために
欠くことのできないものであって、その処分につ
いて相当の制約を受けるのが通常であることを踏
まえ、担税力の減少に配慮したものであり、本件
特例の適用により、中小企業の円滑な事業承継が
実現するという関係にある」と事業承継のための
意義を認めている。
　また、控訴審において原告は、「相続税の本来
の原理からすると、相続人が被相続人の財産を相
続した場合、相続人には新たな経済的利益が発生
することから、そこに担税力を見いだし、税負担
を求めることになる。ところが、被相続人が行っ
ている事業を相続人が承継する場合には、事業自
体に相続を通じて新たな経済的利益が生じるわけ
ではなく、十分な担税力が見いだせない。そこで、
相続による事業承継の場合、経済的利益の有無の
観点から、相続税の負担軽減のために設けられた
措置が本件特例である」と事業承継によって担税
力が生じないと主張している。それを受けて高裁
では、「本件特例の趣旨は、…相続人が相続した
財産における担税力の有無に着目し、『被相続人
と生計を一にしていた』相続人『の事業の用（中略）
に供されていた宅地等』について、相続税の課税
価格に算入すべき価額を軽減することにより、相
続人の相続税負担の軽減を図る点にある」と解し
ている。そして、「その結果、本件特例の適用に
より、中小企業の円滑な事業承継が促進されると
いう効果が期待されるものの、それはあくまでも
副次的な効果にとどまるものというべきである」
と示している。
　このような理解によれば、被相続人の事業の用に
供していたり、居住用の用に供されていたものを
相続人が引き続き使用する場合には、経済的利益
が生じない、つまり担税力がないということにな
る。しかしながら、事業承継において取得するのは、

事業自体ではなく、事業用の資産であると考えられ
る。そうすると、そのような資産に経済的価値は当
然に認められる。そのため、その取得により経済的
利益が生じるといえることになる。つまり、事業用
の資産であっても、それを取得することで担税力は
実現すると考えられるのである4 。
　しかし、生活の基盤維持に欠かせないというこ
とで処分に制約を受けることを、本判決では担税
力がないと示している。確かに、事業承継の場合、
事業を維持するためなど当該財産を納税のために
処分できないということは考えられる。しかし、
納税のために処分できないということと、担税力
とは別の問題であると考えられる 5 。すなわち、
財産の取得によって担税力は実現しているので
あって、その担税力に対する税負担について支払
う資金がないということとは別の問題であるとい
えるのである。本件において問題となっている小
規模宅地等に係る相続についても、担税力はその
取得によって実現しているので担税力は生じてい
るといえる。そのため、担税力がないのではなく、
事業承継などによって処分が制限されることで納
税資金を欠くことが生じうることになるのであ
る。そして、そのような場合、当該資産を処分し
なければならなくなり、事業承継や生活基盤の維
持ができなくなることが考えられる。このような
ことは相続や事業承継という観点からは好ましく
ないといえる。そこで、そのような事態を避ける
ために、その評価額を引き下げることで税負担を
軽減していると考えられる。このことから、本件
特例の趣旨は、担税力の問題ではなく、相続税の
負担が事業承継に支障をきたすことや、相続人が
同一の宅地に居住し続けることを困難にすること
がないようにするための負担軽減措置であるとい
える6 。
　このような趣旨から考えると、相続人が被相続
人の事業を引き継いだり、被相続人が居住してい
た相続財産である宅地に居住し続けることが求め

4  このような「担税力」の捉え方との関係で、「担税力」概念の多様性を指摘するものとして、岡村忠生「所得税改革と課税最低限」 税  

経通信 54 巻 12 号 22 頁（1999）、奥谷『市場所得と応能負担原則－応能負担原則の二元的構成―』（成文堂、2018 年）6頁参照。

5  この点について「実質的担税力」がないと解する立場もある（伊川正樹「みなし譲渡所得に『担税力』はあるのか」名城法学 66 巻   

1・2 号 329 頁 (2016)）。

6  武田昌輔監修『DHCコンメンタール相続税法 [3]』( 加除式、第一法規 )4047の 2 参照。
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られると考えられる。そうすると、「被相続人と『生
計を一にしていた』」ことが求められる必要はない
とも考えられる。というのも、事業を承継するこ
とや当該宅地に居住することと「生計を一にして
いた」ことは別の問題といえるからである。つまり、
生計が別であっても、事業承継や居住の継続がな
されることは考えられるのである。
　しかし、こうした要件を求めているということ
について、地裁判決でも示されているように、「一
般に被相続人等の事業の用又は居住の用に供され
ている宅地等が相続人等の生活基盤の維持のため
に欠くことのできないものであって、その処分に
ついて相当の制約を受けるのが通常である」とす
るならば、相続人の生活の基盤を維持することに
その目的があると考えられる 7。そうすると、生
計が別の親族が事業を承継する場合には、生活基
盤を保護する必要性は少なくなると思われる。そ
うであれば本件特例の適用は不要ということにな
る。このような点で、「生計を一にしていた」こ
とが求められていると考えられる。

(2)「生計を一にしていた」の解釈
　では、その「生計を一にしていた」については
どのように考えればいいのであろうか。
　この点、地裁判決では「社会通念に照らして、
被相続人と相続人（親族）が日常生活の糧を共通
にしていた事実を要するものと解するのが相当で
ある」と示されている。高裁もこの点については
踏襲していると考えられる。
　また、過去の裁判例においては、租税特別措置法
（平成11年法律 9号改正前）69条の 3 における「『生
計を一にしていた』とは、日常生活の糧を共通にし
ていたことを意味するものと解するのが相当であ
る」と示している例もある 8。ただ、直接的にこの
要件の意義が問題になった事例はあまりないようで
ある 9。しかし、基本的には本判決もこれと同様の
判断を示していると考えられる。
　それに対して原告は、所得税法 56 条の「生計
を一にする」と同じ文言を用いていることから、

同義に解すべきとして、「『有無相扶けて日常生活
の資を共通にしてい』るとの規範を立てており、
この生計一要件は、①同一の生活単位に属している
か（独立した生活を営んでいないか）、②相扶けて
共同生活を営んでいるか、又は、③日常の生活の糧
を共通にしているかによって判断されるべきこと
になる」と述べている。
　しかし、高裁では、「所得税法 56 条は、事業経
営者と生計を一にする親族がその事業に従事して
いる場合には、いわば家族ぐるみで事業を行って
いるものとみて、その事業所得を事業経営者に
よって代表される家族単位で一体的に把握し、そ
の家族間における給料等の支払は内部的なものと
して所得計算上問題にしないことを定めた規定で
あるのに対し、本件特例の趣旨は、……相続人が
相続した財産における担税力の有無に着目し、『被
相続人と生計を一にしていた』相続人『の事業の
用（中略）に供されていた宅地等』について、相
続税の課税価格に算入すべき価額を軽減すること
により、相続人の相続税負担の軽減を図る点にあ
ると解される。したがって、本件特例が適用され
るか否かを判断するためにその要件を検討するに
当たっては、所得税法 56 条と同様に解すること
は相当ではなく、あくまでも本件特例の上記趣旨
に従って解釈すべきである」と指摘している。つ
まり、規定の趣旨が異なるものであることから、
同じ文言であっても同義に解する必要はないと解
しているといえる。
　その一方で、所得税法においては、56 条のよう
な必要経費に関する特例のほかにも、「生計を一
にする」という文言は、配偶者控除など、さまざ
まな規定で用いられている。そして、その意義に
ついて、所得税基本通達 2-47 では次のように定
めている。
　法に規定する『生計を一にする』とは、必ずし
も同一の家屋に起居していることをいうものでは
ないから、次のような場合には、それぞれ次によ
る。
（1） 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日

7  赤坂高司「小規模宅地等の特例適用と成年後見人制度」税理 64 巻 8 号 69 頁（2021）。

8  福岡高裁平成 19 年 7月19日判決・訟月54 巻 8 号 1642 頁。

9  橋本浩史「租税特別措置法 69 条の 4 第 1 項 1 号 ( 小規模宅地等の特例 ) の『生計を一にしていた』の意義が問題となった事案」  

税経通信 76 巻 8 号 158 頁（2021）。
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常の起居を共にしていない親族がいる場合で
あっても、次に掲げる場合に該当するときは、
これらの親族は生計を一にするものとする。
　イ　当該他の親族と日常の起居を共にしてい
ない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の
親族のもとで起居を共にすることを常例として
いる場合
　ロ　これらの親族間において、常に生活費、
学資金、療養費等の送金が行われている場合
（2） 親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認
められる場合を除き、これらの親族は生計を一
にするものとする。
　この通達によって、「生計を一にする」の意義
については、統一的に解されていると考えられる。
しかし、所得税法において「生計を一にする」と
の文言を用いている規定はそれぞれ趣旨が異なる
規定といえる。それにもかかわらず、統一的な解
釈がなされているのである。
　他方で、相続税法にはこのような通達などで「生
計を一にする」に係る解釈指針は示されていない。
そうすると、この所得税基本通達の考え方を同様
に用いることには一定の合理性があるようにも思
える。
　そして、この通達によれば、「生計を一にする」
ことと同居していることは別であるといえる。そ
うすると、本件のように同居していない場合で
あっても、「生計を一にする」と認められる余地
があると考えられる。本判決でも、「社会通念に
照らして、被相続人と相続人（親族）が日常生活
の資を共通にしていた事実」が求められているの
であって、同居していることは求められていない
ともいえる。
　このことはほかの通達からも考えられる。例え
ば、法人税基本通達 1-3-4 では、次のように定め
られている。
令第 4 条第 1 項第 5 号《同族関係者の範囲》に規
定する「生計を一にする」こととは、有無相助けて日
常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、
必ずしも同居していることを必要としない。

　また、国税通則法基本通達 46 条関係 9 では次の
ように定めている。
この条第 2 項第 2 号の「生計を一にする」とは、
納税者と有無相助けて日常生活の資を共通にし
ていることをいい、納税者がその親族と起居を
共にしていない場合においても、常に生活費、
学資金、療養費等を支出して扶養している場合
が含まれる。
　なお、親族が同一の家屋に起居している場合
には、明らかに互いに独立した生活を営んでい
ると認められる場合を除き、これらの親族は生
計を一にするものとする。
　これらの通達では、所得税基本通達とは異なり、
「有無相助けて」「日常生活の資を共通にしている」
と定められている。このような違いからすると、
各税法において同じに解されているとはいえない
とも考えられる。そうであれば、所得税法におけ
る「生計を一にする」と相続税法における「生計
を一にしていた」を必ずしも同義に解することは
ないとも考えられることになる 10。
　しかし、このような文言はかつての所得税法に
係る通達（昭和 26 年所得税基本通達 50）でも用
いられていた。そこでは、次のように定められて
いた11。
「生計を一にする」とは、有無相扶けて日常生
活の資を共通にしていることをいうのであるか
ら、次の諸点に留意する。
一　公務員、会社員等が勤務の都合上妻子等と
別居し、または就学、療養中の子弟等と起居を
ともにしていないような場合においても、常に
生活費、学資金、または医療費等を送金して扶
養しているときは、生計を一にしているものと
する。
二　同一の家屋に起居する親族であっても互い
に相独立し日常生活の資を共通にしていない場
合は、生計を一にしていないものとする。
　つまり、上記の通達と同様の解釈がなされてい
たのである。
　このように、通達をみてみると、これらの個別
税法における「生計を一にする」の解釈は、基本

10  渡辺充「小規模宅地等の特例と『生計を一にしていた』親族の該当性」税理 64 巻 8 号（2021）75 頁。

11  藤本純也・草木隆行・三宅直樹『税務における「生計を一にする」要件の可否判断』（2012 年、清文社）18 頁。



2022.秋 No.232 11
だより

的に同一の理解をなされていたと考えられる。そ
うすると、相続税法においても同義に解すべきと
いう考え方が適切なように思われる。
　ただし、現在の所得税基本通達における文言の
違いがある。この点については、かつての通達や
法人税法、国税通則法で用いられている「有無相
助けて」「日常生活の資を共通にしている」といっ
た前提がなくなっているとの指摘がある。つまり、
これによって「生計を一にする」親族の範囲が拡
大していると解されているのである12。
　そして、所得税法 56 条における「生計を一に
する」については、例えばこの規定の適用が問題
になった最高裁平成 17 年 7 月 5 日判決 13 の控訴
審14 においては、「法に規定する『生計を一にする』
とは、必ずしも親族が同一の家屋に起居している
場合に限られるものではないが、……明らかに互
いに独立した生活を営んでいると認められる場合
を除き、これに該当するものと解される」と広く
解されている。
　上記のように、所得税法 56 条における「生計
を一にする」と、本件で問題になっている相続税
法における「生計を一」にしていたことを同義に
解することができるならば、この判決のように、
同様に「生計を一」にしていたことを広く解する
ことができるといえる。
　しかし、そのように解したとしても、その判断
においては、「日常生活の糧を共通にして」「生活
を営む」といった経済的側面が重視されていると
考えられる。そうすると、本件で原告が主張して
いるように、日常の世話をしていることや、日常
生活を支援していること、経済的部分で包括的代
理権を有して財産の処分を行っていたことから

は、「日常生活の糧を共通」にしていたとは考え難
いように思われる15。
　この点については、現在の成年後見人制度との
関係からも考えられる。すなわち、成年後見人は、
成年被後見人の財産に関する法律行為を全面的に
代理する ( 民法 859 条 )。そのため、成年被後見人
の財産の全面的な管理権を有することになる。こ
れによって、自己の財産と被後見人との財産が明
確に区分される。例えば、被後見人の生活費など
の支出する金額を予定することになる (同 861条 )。
そうすると、財産管理の上では、夫婦､親子であっ
ても後見人と被後見人の財産は区分して考えられ
る 16。そして両者は、法律上は他人として扱われ
る可能性が指摘できることになる。
　この点について、例えば仙台高裁秋田支部平成
19 年 2 月 8 日判決 17 では、「被害者の親族が家庭
裁判所により被害者の成年後見人に選任され，家
庭裁判所の監督を受けながら被害者の財産を占
有，管理する中で業務上横領罪を犯したという場
合には，その成年後見人は，家庭裁判所の選任・
監督という関与の下においてのみ被害者の財産を
占有，管理し得る地位を保てるものというべきで
あるから，被害者との間に親族関係が存在したと
しても，親族関係の想定できない家庭裁判所との
間で上記のような委託信任関係が形成されている
以上，これに違背して行われた犯罪について親族
相盗例の準用はあり得ないと解するのが相当であ
る」と示されている。つまり、後見人が被後見人
の財産を自己のために費消したような場合には、
後見人が親族であっても業務上横領罪 ( 刑法 253
条 ) が成立するということである。このとき、親
族間であれば、刑を免除するといういわゆる親族

12  藤本・草木・三宅・前掲注 11・19 頁。

13  税資 255 号 189（順号 10070）。弁護士である夫が税理士である妻に支払った報酬の必要経費性が争われた事例。

14  東京高裁平成 16 年 6月9日判決・判時 1891 号 18 頁。

15  ただし、後見人が被後見人の生活の糧として自己の財産から支出することは考えられ、その場合には経済的側面から見ても「生計を  

　一にしていた」と認められると思われる。しかし、本件ではそのような事情は認められていない。

16  例えば、大阪地方裁判所「成年後見人の仕事と責任について」   

  　 http://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/09_0201.sigoto1.pdf 参照。
17  家裁月報 59 巻 5 号 81 頁。
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相盗例 (同 244条 )の適用が問題になるはずである。
しかし、上記のように、本判決では、その適用を
認めていない。つまり、財産管理においては、後
見人の公的な役割が重視され、「親族」として認め
られていないと解されることになる。
　このことは、未成年後見人についても同様に認
められている。例えば、最高裁平成 20 年 2 月 18
日判決 18 では、「家庭裁判所から選任された未成
年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、そ
の財産に関する法律行為について未成年被後見人
を代表するが ( 民法 859 条 1 項 )、その権限の行
使に当たっては、未成年被後見人と親族関係に
あるか否かを問わず、善良な管理者の注意をもっ
て事務を処理する義務を負い ( 同法 869 条、644
条 )、家庭裁判所の監督を受ける ( 同法 863 条 )。
また、家庭裁判所は、未成年後見人に不正な行
為等後見の任務に適しない事由があるときは、
職権でもこれを解任することができる ( 同法 846
条 )。このように、民法上、未成年後見人は、未
成年被後見人と親族関係にあるか否かの区別な
く、等しく未成年被後見人のためにその財産を
誠実に管理すべき法律上の義務を負っているこ
とは明らかである。
　そうすると、未成年後見人の後見の事務は公的
性格を有するものであって、家庭裁判所から選任
された未成年後見人が、業務上占有する未成年被
後見人所有の財物を横領した場合に、上記のよう
な趣旨で定められた刑法 244 条 1 項を準用して刑
法上の処罰を免れるものと解する余地はないとい
うべきである」と示している。
　また、最高裁平成 24 年 10 月 9 日判決 19 におい
ては、成年後見人についても「家庭裁判所から選
任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有
するものであって、成年被後見人のためにその財
産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っている
のであるから、成年後見人が業務上占有する成年
被後見人所有の財物を横領した場合、成年後見人
と成年被後見人との間に刑法 244 条 1 項所定の親

族関係があっても、同条項を準用して刑法上の処
罰を免除することができないことはもとより、そ
の量刑に当たりこの関係を酌むべき事情として考
慮するのも相当ではないというべきである」と示
されている。
　これらの裁判例をみると、後見人と被後見人の
間に親族関係にあったとしても、財産管理につい
ては、その親族関係が否定されていると考えられ
る。そうであるならば、財産関係、つまり経済的
側面においては、成年後見制度と利用している場
合には後見人と被後見人は他人として扱われるの
であるから、「生計を一にしていた」と認められ
るという場面がより少なくなる可能性が指摘でき
ることになる。

(3) 小括
　ここまでみてきたように、本件特例については、
判決において担税力の問題として、その適用の判
断がなされているといえる。しかしながら、小規
模宅地等の取得によって担税力は見出されること
から、そのような説明には問題があると考えられ
る。つまり、本件特例は事業承継を円滑にするこ
とや相続人の生活基盤の維持がその趣旨であると
考えられるのである。
　他方で、適用要件である「生計を一にしていた」
という点について、成年後見人である原告が、日
常生活の世話をしていたことから、広く認めるべ
きであるとも考えられる。実際に、この「生計を一」
にすることについては、所得税法 56 条では広く
解されているし、通達においても改正を経て広く
解されるようになったとの指摘もある。
　しかしながら、そのように考えられるとしても、
「生計を一」にするということは、日常生活の世
話ではなく、経済的側面から考えるべきであると
思われる。そして、そのような判断は上記の趣旨
とも合致すると考えられる。そうすると、「生計
を一」にするとは、日常生活の世話だけでなく、「生
活の糧を共にする」状況が求められることになる。

18  刑集 62 巻 2 号 37 頁。

19  刑集 66 巻 10 号 981 頁。
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そして、本件の場合には、そのような状況は認め
られないと考えられる。
　その一方で、本件のように、親族が後見人になっ
ている場合に、後見人が財産管理を行っているこ
とで、法的には後見人と被後見人の財産が切り離
されることとなり、親族という事実がありながら、
法的評価としては「親族」として扱われていない
という状況がある。そうすると、親族でありながら、
別の財産を持つ、親族以外の第三者として扱われ
ることになってしまい、同居している親族であっ
ても、本件特例が適用されなくなってしまう場合
が生じるとも考えられる。

おわりに
　以上みてきたように、本件で問題となっている
小規模宅地等の特例は、その趣旨を事業承継の円
滑化又は相続人の生活基盤の維持と解するべきで
あると考えられる。そして、そのためには相続人
が被相続人と「生計を一」にしていたという要件
が求められることには合理性があるといえる。そ
して、その「生計を一」にしていたことの判断基
準としては「生活の糧を共にする」などの経済的
側面が重視されてきたことも妥当なものであると
思われる。そうすると、本件においても「生計を一」
にしていたと認められなかったことについては妥
当性があると考えられることになる。
　しかし、本件においては、成年後見制度を利用
しているという特殊性がある。その点が十分に考
慮されていないということも考えられる。確かに、
本件の場合、被相続人及び同居していた戊の状況
から同居が困難でありながらも日常生活の世話を
していたという事実がある。そのため、そのよう
な事情を考慮して「生計を一」にしていたかを判
断する、実態に即した判断が必要という考え方も
できる。しかし、所得税法56条の「生計を一にする」
との要件と同様に、これを広く解したとしても、
上記のように経済的側面を重視した場合には、「生
計を一」にしていたとは認められないと思われる。
　さらに、このような経済的側面に基づく「生計

を一」にしていたかの判断は、成年後見制度との
関係でより認められにくいものと考えられる。す
なわち、後見人制度は財産管理において、被後見
人と後見人との財産を明確に区分される。そして、
上記の裁判例でも示されているように、後見人は
その事務の上では親族という事実がありながらも、
「第三者」としての位置づけで評価されると解され
ているからである。例えば、同居していても後見
人である相続人に収入があり、被後見人である被
相続人に資産や収入があるような場合には、財産
関係が明確に分離されることになると考えられ
る。この場合に、日常生活の世話をしていても、「生
計を一」にしていたと認定されない可能性が指摘
できることになる。このように、後見人制度の下
では、「生計を一」にしていたと認定されること
が極めて困難となる場合があると考えられること
になる。
　しかし、後見人制度の下で、親族間で日常生活
を支えるということは、場合によっては自己の支
出によって被後見人の生活を支えることや、逆に
被後見人の財産やその名義での契約の下で日常生
活を営んでいることが多いと思われる。そのよう
な場合に、上記の裁判例のように、後見人制度を
厳格に捉え、経済的な区分によって、「生計を一
にしていた」との要件についての判断がなされる
ことは、後見人制度利用の阻害要因ともなりかね
ないとも危惧される。そういったことがないよう
に、より実態に即した判断がなされるべきとも考
えられる 20。しかし、そのような解釈は現状、後
見人制度とは矛盾するともいえる。そうすると、
このような解釈自体が法律からは導きえないとも
思われる。つまり、現在の小規模宅地等の特例の
ような「生計を一にしていた」との要件は、後見
人制度との関係では、その制度と矛盾する内容を
含んでいる可能性が指摘できるのである。そのよ
うな矛盾を解消し、今後の社会状況の変化の中で、
後見人制度がより利用しやすいものとなるために
も、このような要件を見直し、より実態に合った
ものとすべきと考える。

20　親谷順子「成年後見制度と『生計を一にする』ことの関わりについて」中国税理士会税務研究所研究論文集 Vol.5（2022）　　　
　　TAINS : 中国税理士会研究論文集 0005・46 頁。
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今週の判決等(2022年7月～2022年9月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.580 2022.07.14    
　不動産所得～「賃貸人の地位」の譲渡対価として受
領した解約金相当額～
（令０３－１０－０８　公表裁決　一部取消し　Ｊ１２５－１－０１）
　賃貸不動産及び敷地をＰ氏に売却した請求人は、
原処分庁の調査に基づき、その売買代金とされた金
額のうち賃貸借契約の解約金相当額について、不動
産所得として所得税等の修正申告をしました。その
後、解約金相当額は、臨時所得に該当し、平均課税
が適用できるとして、また、その所得区分は譲渡所
得であるとして、更正の請求をしましたが、認めら
れなかったため審査請求に及びました。
　審判所では、次のとおり判断し、請求の一部を認
容しました。
　請求人及びＰ氏の双方は、「土地及び建物」と
「賃貸人の地位」について、別個に、それぞれの価
格を認識し、それら２つの財産を売買契約の目的と
したとみるのが相当である。請求人が「賃貸人の地

位」の対価として受領した解約金相当額は、賃貸借契
約が合意解約されることを前提として、Ｋ社が「残賃
貸借期間の賃料の補償」として支払うことが確定して
いたものであり、賃貸借契約に基づく賃貸人の地位に
包含されるものであることからすると、賃貸不動産の
貸付けに起因して発生した所得であるといえ、不動産
所得であるとみるのが相当である。
　解約金相当額は、「業務の全部又は一部を休止
し、転換し又は廃止することとなった者が、当該休
止、転換又は廃止により当該業務に係る３年以上の
期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償とし
て受ける補償金」（所令８三）に該当すると認めら
れ、臨時所得に該当し、平均課税の適用対象とされ
るべきである。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｊ１２５－１－０１

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.579 2022.07.07　　
　財産の評価／汚染土壌の浄化費用相当額を考慮
すべきか否か
（令０３－１２－０１公表裁決　全部取消し　Ｊ１２５－２－０４）
　請求人が、相続財産である土地は土壌汚染地であると
して、土地の評価について浄化・改善費用に相当する金額
を控除して相続税の申告をしたところ、原処分庁が土壌汚
染対策法に規定する汚染の除去等の措置を講ずることが
必要な区域に指定等がされていないため、浄化・改善費用
の負担が確実に発生するとはいえないとして更正処分等
を行った事案です。
　審判所は次のとおり、請求人の請求を認め、更正処分等
を全部取り消しました。
　相続開始日後に実施された調査により、いずれの土地か
らも土壌汚染対策法所定の基準を超える特定有害物質

が検出されている。そして、相続開始日後に新たにこれらの
特定有害物質が発生した事実は認められないことから、こ
れらの特定有害物質は、相続開始日において地中に含有さ
れていたものと認められ、土壌汚染のある土地と認めるのが
相当であることから、各土地の評価に当たり、浄化・改善費
用相当額を考慮すべきである。
　請求人が主張する土壌汚染対策工事の各見積額は、
浄化・改善費用の金額として相当であると認められるので、
各土地の評価に当たり、土壌汚染がないものとした場合の
評価額から、浄化・改善費用相当額として各見積額の８
０％相当額を控除して評価するのが相当である。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｊ１２５－２－０４

（税法データベース編集室：大高　由美子）

ちーちゃん
（地方税担当）

税理士がつくる、税理士のためのデータベース
無料お試し会員受付中

STEP.1

STEP.2

STEP.3

STEP.4

お手元に税理士登録番号をご用意ください。フォーム入力の際に必要
になります。

お試し会員申込みフォーム  https://app6.tains.org/form/trial/ より、必
要事項をご入力いただき、送信してください。

送信いただいた内容に沿って、事務局にて照会・会員登録作業を行い
ます。

お客様宛に利用可能の旨が記載されたメールが届きます。内容に沿って
TAINS をご利用ください。

お試し会員へ

の申し込み方法
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今週の判決等(2022年7月～2022年9月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.582 2022.07.28    
　租税条約の適用による限度税率／外国法人に分配
されたみなし配当
（令０４－０２－１７　東京地裁　認容　Ｚ８８８－２４１８）
　ルクセンブルク大公国に本店を有する外国法人であ
る原告は、内国法人である完全子会社２社がした非適
格分割型分割に基因して剰余金の配当の分配を受けま
したが、この剰余金の配当の一部（みなし配当）につ
き２０．４２％の税率による金額を源泉徴収されまし
た。本件は、原告が、本件各みなし配当については、
租税条約１０条２項（ａ）（本件規定（ａ））に定め
る保有期間要件に該当するから、その限度税率は５％
になり、当初納付額は過大であったとして、被告
（国）に対し、還付金等の支払を求める事案です。東
京地裁は次のように判断し、原告の請求を認容しまし
た。

　本件規定（ａ）の「利得の分配に係る事業年度の終
了の日」の解釈については、「利得の分配（配当）が
行われる会計期間の終期」と解するのが相当である。
　本件規定（ａ）は、配当受領法人が、利得の分配
（配当）が行われる会計期間（事業年度）の終期に先
立つ６か月の期間を通じて、配当支払法人の議決権の
ある株式の２５％以上を所有することを要件とするも
のである。これを本件についてみると、原告は、本件
規定（ａ）の定める保有期間要件を満たし、本件各み
なし配当に係る限度税率につき５％の軽減税率の適用
を受ける。したがって、本件においては、本件請求金
額に係る還付請求権を認めることができる。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４１８

（税法データベース編集室：小菅　貴子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.581 2022.07.21 
　役員給与／取締役が取引先の役員に就任してい
た期間に生じた損害賠償金等
（令０２－１２－１７　非公開裁決　棄却　Ｆ０－２－１０１２）
　請求人の取締役丙は、取引先Ｂ社の取締役にも就任して
いましたが、Ｂ社の株式等を購入した者から未公開株商法
の被害を被ったとして、損害賠償金を請求する訴訟の提起
や損害賠償金を請求する旨の内容証明郵便を受け取って
いました。請求人は、これら損害賠償請求の解決金や弁護
士費用（本件各金員）を支払手数料などとして処理していた
ところ、原処分庁から、これら損害賠償金等は請求人の業務
遂行に関連するものとは認められず、丙に対する給与に該当
し、損金の額に算入することはできないとして法人税等の更
正処分等を受けた事案です。
　国税不服審判所は、下記のように判断し、納税者の請求
を棄却しています。

　本件各金員は、取締役丙がＢ社の取締役としての職務を
怠り、重大な過失を認定された訴訟等に起因するところ、一般
的に紛争を解決するために支払う金員は、当該紛争を解決
することにより利益を享受する紛争の当事者が負担するものと
認められる。請求人が本件各金員について民法６５０条３項
の規定に基づく損害補填債務を負う必要もないから、本件各
金員が請求人の業務遂行上必要であると認めることはできな
い。本件各金員は、内国法人がその役員に対して支給する
退職給与等以外の給与に該当するところ、法人税法３４条１
項各号に掲げる給与のいずれにも該当しないことから、本件
各事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算
入されない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－２－１０１２

（税法データベース編集室：草間　典子）

ほう君
（法人税担当）

    

　雑誌目次検索システムは、現在、税研・税務事例研究・税

理・税経通信・税務弘報・月刊税務事例・国税速報・週刊税

務通信・Ｔ＆Ａ master・速報税理・ProfessｉonJournal・

国際税務の12誌について、各誌の年号・雑誌名・掲載頁

や著者名・肩書・タイトル・判決年月日等により、目次を検

索することができます。この目次とは、タイトルの親和性が

増すように、若干の加工を行っています。

　また、判決・裁決から雑誌目次情報にアクセスできるリ

ンクを備えており、閲覧している判決・裁決等の評釈や実
務研究がどの雑誌に掲載されているか確認することができ
ます。
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■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.583 2022.08.04     　　　　　　　　　                      
　

今週の判決等(2022年7月～2022年9月収録）

　関連会社から派遣された従業員が行った仮装行為～
納税者本人行為と同視～
（令０２－０１－２８　大阪高裁　棄却・確定　Ｚ２７０－１３３７２）
　控訴人（納税者・Ａ社）には、固有の従業員がいなかっ
たことから、関連会社のＢ社から派遣された従業員乙は、Ａ社
の経費等の支払依頼書の作成等の経理業務に従事し、同
時に関連会社Ｃ社の業務を兼務していました。乙が、Ｃ社から
Ａ社あての架空請求書等を作成し、Ｃ社に振り込まれた代金を
領得する行為をしたことについて、Ａ社が課税庁から法人税等
の更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた事案です。
争点は、乙の隠ぺい仮装行為をＡ社本人の行為と同視し、Ａ
社に対して重加算税賦課決定処分を行うことができるか否か
です。
　裁判所は、一部補正のうえ原判決は相当であるとして棄却
し、確定しました。

　不動産取得税～複数の不動産に係る共有物の分割に
より取得した場合の課非
（令０４－０３－２２　最高裁　棄却　確定　Ｚ９９９－８４４４）
　地方税法７３条の７第２号の３は、共有物の分割に
よる不動産の取得について、同法７３条の２第１項に
いう「不動産の取得」に該当し、その例外として、持
分超過部分の取得を除いては非課税とする旨を定めた
ものと解されています。
　上告人は、複数の不動産について各持分１０分の１
を有していましたが、共有物の分割により本件各土地
の各持分１０分の９を取得しました。この各取得に対
する不動産取得税の賦課決定処分について、上告人が、
被上告人（東京都）を相手に取消しを求めて争いまし
た。最高裁は次のとおり判示し、確定しています。
　不動産取得税に関する地方税法の規定の内容等に照
らせば、同税は、個々の不動産の取得ごとに課される

ものである。そうすると、共有物の分割による不動産
の取得に係る持分超過部分の有無及び額については、
複数の不動産を一括して分割の対象とする場合であっ
ても、その対象とされた個々の不動産ごとに判断すべ
きものと解するのが、不動産取得税の課税の仕組みと
整合的である。
　したがって、複数の不動産を一括して分割の対象と
する共有物の分割により不動産を取得した場合におけ
る持分超過部分の有無及び額については、分割の対象
とされた個々の不動産ごとに、分割前の持分の割合に
相当する価格と分割後に所有することとなった不動産
の価格とを比較して判断すべきものである。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
                  【ＴＡＩＮＳキーワード】Ｚ９９９－８４４４

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

　乙が隠ぺい仮装行為を行ったのが、自己の利益を図るため
であったとしても、重加算税制度の趣旨に照らし、乙に確定申
告手続を含め経理業務を任せていた控訴人が、乙をして、適
正な申告業務及びその前提となる適正な経理業務を行わせる
よう指揮監督すべき義務を怠り、乙により隠ぺい仮装行為が行
われた場合、乙の行為を控訴人の行為と同視することを妨げ
る事情があるとはいえない。そして、取引関係のある複数の会
社の経理事務を担当させ、控訴人においては確定申告手続も
担当している乙について、特段の指揮監督体制の見直し・強
化もせず、乙が隠ぺい仮装行為に及び得る状況を放置した控
訴人について、国税通則法６８条１項を適用した本件各賦課
決定処分は適法なものであったということができる。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ２７０－１３３７２

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）
■ＴＡＩＮＳメールニュース       No.584 2022.08.18 

しょー君
（消費税担当）

一般社団法人 日税連税法データベース

お問い合わせ先

よくある質問はこちら。

TAINSホームページ下部「お問い合わせフォーム」をご利用ください

https://www.tains.org/
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　更正の請求／商品先物取引に係る訴訟上の和解
（令０４－０２－２５　東京地裁　棄却　Ｚ８８８－２４０５）
　本件は、原告が、商品先物取引について平成１１年
に２５７３万円余、平成１２年に２億８７８７万円余
の利益を得たとして課税処分を受けたのに対し、Ａ証
券との間の訴訟上の和解の成立により、遡って委託契
約が解除され、個別の取引も効力を失ったとして、更
正の請求をしたところ、更正をすべき理由がない旨の
通知処分を受けた事案です。
　東京地裁は、訴訟上の和解の条項中に納税者の権利
関係等を変更する旨の記載がされていたとしても、そ
れが、専ら租税負担を回避する目的で、実体とは異な
る内容を記載したものであって、その実質において客
観的、合理的理由を欠き、真実は権利関係等の変動が
ないような場合には、当該訴訟上の和解は、通則法２
３条２項１号の「判決と同一の効力を有する和解」に

は当たらないとした上で、本件和解の内容とその法的
効力等について、次のように判示しました。
　和解条項において、本件先物取引が公序良俗に反し
て無効であり、その効果が原告に帰属しないものであ
ることを確認するとしている。しかし、別件の無効確
認訴訟の判決において、本件先物取引が公序良俗違反
で無効ということまではできない旨が判示されてい
る。また、本件和解は、原告が、課税処分による税の
負担を免れるために、原告に利益が帰属しないことに
なるという形式を作り出すことを目的としてされたも
のというほかなく、それ以外に客観的、合理的理由は
ない。そうすると、本件和解は判決と同一の効力を有
する和解には当たらない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２４０５

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.585 2022.08.25

あいちゃん
（相続税担当）

今週の判決等(2022年7月～2022年9月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.586 2022.09.01
　国家賠償請求／固定資産税等／不整形地補正に
係る注意義務違反の有無
（令０２－１１－２６　大阪地裁　棄却　Ｚ９９９－８４４２）
　原告が、市長がした固定資産税等の賦課決定に
は、不整形地補正をしなければならなかったにもか
かわらずこれを怠ったという違法があり、過大な固
定資産税等の納付をさせられたなどと主張して、被
告（市）に対し、国家賠償法１条１項に基づく賠償
請求を求める事案です。裁判所は、原告の請求を棄
却しました。
　不整形地補正の趣旨は、画地の形状は一般には不
整形なものが多いと考えられるものの、画地の形状
が悪いことによって画地の全部が宅地として十分に
利用できないという利用上の制約が生じている場合
があるから、このような制約の有無や程度を宅地の
価格を求めるに当たって考慮するのが相当であると

いう点にある。
　そうすると、一辺が路線に接する矩形の画地以外の
画地は全て「不整形地」に当たるというわけではな
く、ある程度不整形な画地であっても家屋の建築等が
通常の状態において行い得るものは「不整形地」に当
たらないと解するのが相当である。基準日において、
本件土地の形状は矩形であって、土地上に建物が存在
していたというのである。そうすると、市長が、本件
土地について、家屋の建築等が通常の状態において行
い得るものであるなどとして、「不整形地」であると
認めなかったことに関し、職務上通常尽くすべき注意
義務を尽くすことなく漫然と当該行為を行ったと認め
得るような事情は認められない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ９９９－８４４２

（税法データベース編集室：大高　由美子）     
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もろ君
（諸税担当）

今週の判決等(2022年7月～2022年9月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.588 2022.09.15 
　移転価格税制／従業員が国外関連者の工場に出張
して行った技術支援
（令０２－０３－１９　非公開裁決　一部取消し　Ｆ０－２－９４８）
　請求人は、従業員を国外関連者の工場に出張させるなどし
て技術支援を行っていました。本件は、この技術支援が国外
関連者との間で行った役務の提供であり、国外関連者から支
払を受ける対価の額が措置法６６条の４第１項の独立企業間
価格に満たないとして、原処分庁から法人税等の更正処分
等を受けた事案です。
　審判所は、技術支援Ａは、国外関連者との間で行った役務
の提供と認めず、国外関連者との間で行った役務の提供であ
ることに双方争いのない技術支援Ｂについて、改めて独立企
業間価格を算定し、原処分の一部を取り消しています。
　技術支援Ａは、本件フィリピン法人の要請を受けて行われて

おり、請求人は、その支援した内容及びその結果などの情報を
フィリピン法人に提供していたことが認められる。また、技術支援
Ａの対象である製品Ａ用の部品は、フィリピン法人が販売してい
る製品Ａの基幹部品で、それによって製品Ａの性能を左右する
ものであり、技術支援Ａを受ける必要があったと認められる。そし
て、各契約の対価の決定に当たっても、国外関連者の工場への
出張等に係る費用などが基礎とされていたことなども考慮すれ
ば、技術支援Ａがフィリピン法人との間で締結された技術支援
契約に基づいて行われたとすることにも合理性がある。
　したがって、技術支援Ａは国外関連者との間で行った役務
の提供であると認めることはできない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－２－９４８

（税法データベース編集室：草間　典子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.587 2022.09.08    
　贈与事実の認定～被相続人名義の預金口座から出
金された使途不明の現金～
（令０２－１１－１７　非公開裁決　一部取消し　Ｆ０－３－７３６）
　請求人は、相続開始前に被相続人の預金口座から現金
を出金して、請求人の管理する預貯金口座へ現金を入金
した事実があったと推認され、原処分庁から相続税法９
条（みなし贈与）の規定により、平成２４年分から平成
２６年分までの贈与税の決定処分を受けたことから、そ
の取消しを求めて審査請求をしました。
　審判所では、次のとおり、現金の贈与があったと判断
しました。なお、相続税法９条は適用できないとした上
で、原処分庁と審判所との認定額に相違があったことか
ら、平成２４年分及び平成２５年分の決定処分の一部を
取り消しました。
　一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の
間で財貨の移動があった場合、これが租税回避の手段と

してされることが少なくないため、贈与税の課税に当
たっては実質課税の原則に則り、実質に着目して行われ
るべきである。したがって、親族間で財貨の移動があっ
た場合には、後にその財貨が現実に返還されるか又は将
来返還されることが極めて確実である等特別の事情が存
在しない限り、贈与であると認めるのが相当である。
　本件では、請求人が被相続人各口座から出金した現金
のうち、使途が不明な現金については、出金時、親族間
で財貨の移動があった場合に該当し、また、その後にそ
の財貨が現実に返還され又は返還されることが確実で
あった等特別な事情が存在した事実もなかったから、請
求人による出金時において、被相続人から請求人に対し
贈与されたと認めるのが相当である。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－３－７３６

（税法データベース編集室：依田　孝子）
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■ＴＡＩＮＳメールニュース  No.590 2022.09.29   
　役員退職給与の損金算入の可否～退職の事実とみ
なし役員の該非～
（令０２－１２－１５　非公開裁決　全部取消し　Ｆ０－２－１０１０）
　請求人に合併された法人が、元代表取締役に対して支
給した退職金の金額を損金の額に算入して法人税等の申
告を行ったところ、原処分庁が、元代表取締役は登記上退
任した後も被合併法人の経営に従事しており、実質的に退
職したとは認められないから、当該金額は退職給与として損
金の額に算入されないとして更正処分等を行いました。これ
に対して請求人が、元代表取締役は形式的にも実質的にも
被合併法人を退職したのであるから、当該金額は損金の額
に算入されるなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事
案です。
　審判所は、次のように判断し、請求人の主張を認めまし
た。

　元代表取締役（本件元代表者）は、各退任の日以降、本
件各法人のいずれからも、役員報酬や従業員給与を受領し
ていないと認められること、他方で、本件各退任後に就任した
各法人の代表取締役らが、本件各退任直後から、その代表
取締役としての職務を全く行っていなかったことを認めるに足
りる証拠もないこと、また、本件元代表者が各退任の約５か月
前に海外に住所を移転しており、各退任に至った経緯が不自
然であるともいえないことからすれば、本件元代表者が、各退
任後も継続して、本件各法人の事業運営上の重要事項に
参画するみなし役員に該当し、本件各法人を実質的に退職
していなかったと認めることはできない。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－２－１０１０
         （税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.589 2022.09.22　　　　　　     
　社会保険料控除／ユネスコが運営する基金に対
する保険料
（令０２－０６－１７　非公開裁決　棄却・却下　Ｆ０－１－１２７５）
　本件は、国際連合の専門機関（ユネスコ）に勤務してい
た請求人が、当該機関の退職年金から控除されたユネス
コ職員等の健康保険制度（ユネスコが運営するＭｅｄｉｃａｌ
　Ｂｅｎｅｆｉｔｓ　Ｆｕｎｄ）に係る保険料は社会保険料控除の
対象であるとして更正の請求をしたところ、原処分庁が、更
正をすべき理由がない旨の通知処分をしたのに対し、その
取消しを求めた事案です。
　審判所は次のとおり判断し、請求人の請求を棄却しまし
た。
　社会保険料控除の対象となる社会保険料は、所得税法
７４条《社会保険料控除》２項及び所得税法施行令２０８
条《社会保険料の範囲》において限定的に列挙されている

のであるから、実特法（租税条約等の実施に伴う所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律）５条の２第
１項の規定のように、居住者が支払った又は控除される保険
料を所得税法７４条２項に規定する社会保険料とみなす旨
の特段の規定がある場合を除き、上記の法令において列挙
されていない保険料は社会保険料控除の対象とならないも
のと解される。
　本件保険料は、上記の法令において列挙されておらず、
また、本件保険料を所得税法７４条２項に規定する社会保
険料とみなす旨の特段の規定も存在しないことから、本件
保険料が社会保険料控除の対象ではないことは明らかで
ある。
≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－１－１２７５

（税法データベース編集室：小菅　貴子）

今週の判決等(2022年7月～2022年9月収録）
ところ君

（所得税担当）
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・裁決には、非公開裁決3,571件が含まれています。　　・情報公開法に基づき開示された情報数は9,566件です。　　　

2022.9.30現在

2022.9.30現在

2022.9.30現在

所 得 税 法 人 税 相 続 税 消 費 税 他 国 税 地 方 税 そ の 他 計

判 決

裁 決

通 達

相談事例

その他文書

行政文書

計

6,248

2,223

3,615

1,963

0

84

14,133

3,376

1,654

4,690

4,275

0

144

14,139

1,571

1.198

2,196

3,021

0

0

7,986

338

474

747

2,446

0

19

4,024

589

239

22

126

0

2

978

372

47

0

1

0

0

421

846

1

240

359

156

2,068

3,670

13,340

5,836

11,510

12,192

156

2,317

45,351

2 収録期間

重要判決

裁　　決

判決・裁決

判　　決

昭和４０年以前

令和3年12月24日まで

非公開裁決は令和4年3月31日まで

裁決事例集は昭和４５年から

最新判決は令和4年5月18日まで

税務訴訟資料は昭和４１年から
国　税

収　録　期　間

その他

判決・裁決は、原則として、税務訴訟資料及び裁決事例
集により編集しますが、それ以外は、判決書・裁決書・雑
誌・裁判所及び税務大学校のホームページによります。

■日税連税法データベース会員数一覧

会 別

東 京
東 京 地 方
千 葉 県
関 東 信 越
近 畿
北 海 道
東 北
名 古 屋
東 海
北 陸
中 国
四 国
九 州 北 部
南 九 州
沖 縄
小 計
そ の 他
合 計

2,340 
682 
247 
568 

1,226 
202 
339 
480 
342 
169 
329 
176 
306 
247 
75 

7,728 
253 
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2 
3 
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7 
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1 
94 
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研修会のお知らせ

TAINS 2022年秋号

東北税理士会

日　時：令和4年 12月13日(火 )　13：30～16：30
会　場：パレスへいあん（仙台市）
講　師：若林俊之　草間典子
テーマ：推計取得費の検討と実務的対応

名古屋税理士会

日　時：令和4年 12月19日(月)　13：30～16：30
会　場： Zoom ウェビナー配信
講　師：友松悦子
テーマ：「事業承継の概要と自社株式の引継ぎ～株式の      
　         時価と税務～」







〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-8　日本税理士会館3F

https://www.tains.org
Mail: info@tains.or.jp

税理士新規登録者に対する６か月間の無料制度がスタートしました。詳しくはホームページをご覧ください。
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